
最高裁秘書第2827号

令和元年6月17日

林法律事務所

弁護士山中理司様

鴎最高裁判所事務総長今崎幸

司法行政文書不開示通知書
－－－

平成31年1月9日付け（同月10日受付，最高裁秘書第120号）で申出のあ

りました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたの

で通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

最高裁判所事務総局秘書課に初めて勤務する職員のみを対象として，同課全体

の職務内容を説明するために，作成又は配布した文書（最新版）

2 開示しないこととした理由

1の文書は，作成又は取得していない。

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



最高裁秘書第3129号

令和元年6月17日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸

司法行政文書不開示通知書

平成31年1月9日付け（同月10日受付，最高裁秘書第121号）で申出のあ

りました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたの

で通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

最高裁判所事務総局広報課に初めて勤務する職員のみを対象として，同課全体

の職務内容を説明するために，作成又は配布した文書（最新版）

2 開示しないこととした理由

1の文書は，作成又は取得していない。 一

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



最高裁秘書第2735号

令和元年6月17日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長
〈
可 崎幸

－

司法行政文書不開示通知書

平成31年1月9日付け（同月10日受付，最高裁秘書第122号）で申出のあ

りました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたの

で通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

最高裁判所事務総局情報政策課に初めて勤務する職員のみを対象として，同課

全体の職務内容を説明するために，作成又は配布した文書（最新版）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書は，作成又は取得していない。

(担当）秘書課（文書室） 電話03 (3264) 5652 (直通）



最高裁秘書第2828号

令和元年6月17日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長 今 崎幸Z

ー

司法得政文書不開示通知書

平成31年1月9日付け（同月10日受付，最高裁秘書第123号）で申出のあ

りました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたの

で通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

最高裁判所事務総局総務局に初めて勤務する職員のみを対象として，同局全体

の職務内容を説明するために，作成又は配布した文書（最新版）

2 開示しないこととした理由

1の文書は，作成又は取得していない。

I

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



最高裁秘書第2246号

令和元年6月17日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

蕊最高裁判所事務総長今崎幸
言

促

司法行政文書不開示通知書

平成31年1月9日付け（同月10日受付，最高裁秘書第124号）で申出のあ

りました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたの

で通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

最高裁判所事務総局人事局に初めて勤務する職員のみを対象と

の職務内容を説明するために，作成又は配布した文書（最新版）

2 開示しないこととした理由

1の文書は，作成又は取得していない。

して，同局全体

－

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



最高裁秘書第3097号

令和元年6月17日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸
－ず一

司法行政文書不開示通知書

平成31年1月9日付け（同月10日受付，最高裁秘書第125号）で申出のあ

りました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたの

で通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

最高裁判所事務総局経理局に初めて勤務する職員のみを対象として，同局全体

・の職務内容を説明するために，作成又は配布した文書（最新版）

2 開示しないこととした理由

1の文書は，作成又は取得していない。

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



最高裁秘書第2829号

令和元年6月17日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長 今

、

司法行政文書不開示通知書
一

平成31年1月9日付け（同月10日受付，最高裁秘書第126号）で申出のあ

りました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたの

で通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

最高裁判所事務総局民事局に初めて勤務する職員のみを対象として，同局全体

の職務内容を説明するために，作成又は配布した文書（最新版）

2 開示しないこととした理由

1の文書は，作成又は取得していない。

一

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



最高裁秘書第3130号

令和元年6月17日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸
一

膳

司法行政文書不開示通知書

平成31年1月9日付け（同月10日受付，最高裁秘書第127号）で申出のあ

りました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたの

で通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

最高裁判所事務総局刑事局に初めて勤務する職員のみを対象として，同局全体

の職務内容を説明するために，作成又は配布した文書（最新版）

2 開示しないこととした理由

1の文書は，作成又は取得していない。

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）

L



最高裁秘書第2736号

令和元年6月17日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

蕊最高裁判所事務総長今崎幸

－－－－ －

司法行政文書不開示通知書

平成31年1月9日付け（同月10日受付，最高裁秘書第128号）で申出のあ

りました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたの

で通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

最高裁判所事務総局行政局に初めて勤務する職員のみを対象として，同局全体

の職務内容を説明するために，作成又は配布した文書（最新版）

2 開示しないこととした理由

1の文書は，作成又は取得していない。

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



最高裁秘書第2830号

令和元年6月17日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長 今 崎幸 層

－

司法行政文書不開示通知書

平成31年1月9日付け（同月10日受付，最高裁秘書第129号）で申出のあ

りました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたの

で通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

最高裁判所事務総局家庭局に初めて勤務する職員のみを対象として，同局全体

の職務内容を説明するために，作成又は配布した文書（最新版）

2 開示しないこととした理由

1の文書は，作成又は取得していない。

－

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



最高裁秘書第3131号

令和元年6月17日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

所事務総長最高裁判 今 崎幸

司法行政文書不開示通知書

平成31年1月9日付け（同月10日受付，最高裁秘書第130号）で申出のあ

りました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたの

で通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

司法研修所事務局に初めて勤務する職員のみを対象として，事務局全体の職務

内容を説明するために，作成又は配布した文書（最新版）

2 開示しないこととした理由

1の文書は，作成又は取得していない。

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



最高裁秘書第2737号

令和元年6月17日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸

j41宗旦匝]懇1m]

趨謹強｜
司法行政文書不開示通知書

平成31年1月9日付け（同月10日受付，最高裁秘書第131号）で申出のあ

りました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたの

で通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

裁判所職員総合研修所事務局に初めて勤務する職員のみを対象として，事務局

全体の職務内容を説明するために，作成又は配布した文書（最新版）

2 開示しないこととした理由

1の文書は，作成又は取得していない。

1

担当課秘書課（文書室） 電話03 (3264)5652 (直通）


